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親
等
以
内
の
親
族
が
里
親
と
し

て
養
育
を
行
い
ま
す
。

※
詳
細
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

□問
県
中
央
児
童
相
談
所
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１
月
の
大
雪
に
よ
る
凍
結
で

水
道
管
か
ら
漏
水
し
た
水
量

は
、
料
金
の
減
免
の
対
象
と
な

り
ま
す
の
で
減
免
申
請
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
ご
家
庭
の
水
道
管
か

ら
漏
水
が
な
い
か
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。

□申
□問
本
庁
・
水
道
課
／
各
支
所

　
平
成
28
年
度
分
建
設
工
事
、

測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

な
ど
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
の
追
加
受
付
を
行
い
ま

す
。

有
効
期
間　

６
月
１
日
㊌
〜
平

成
29
年
５
月
31
日
㊌
。

申
込
方
法　

３
月
１
日
㊋
か
ら

４
月
８
日
㊎
ま
で
に
、
申
請
書

（
□申
・
各
支
所
に
備
え
付
け
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
27
年
４
月
に
申
請
し
登

録
し
た
事
業
者
は
、
同
27
・
28

年
度
の
２
カ
年
が
有
効
期
間
と

な
り
ま
す
の
で
、
今
回
の
申
し

込
み
は
不
要
で
す
。

□申
□問
本
庁
・
契
約
検
査
課

対
象　

住
宅
改
修
を
行
う
施
工

業
者
（
平
成
28
年
度
に
受
領
委

任
払
い
の
取
扱
業
者
に
登
録
す

る
に
は
、
説
明
会
の
受
講
が
必

須
で
す
。
必
ず
出
席
し
て
く
だ

さ
い
）。

日
程　

●
３
月
17
日
㊍
午
前
10

時
〜
同
11
時
●
本
庁
・
庁
議
室
。

内
容　

介
護
保
険
住
宅
改
修
の

対
象
項
目
、
受
領
委
任
払
い
制

度
な
ど
の
説
明
。

申
込
方
法　

３
月
14
日
㊊
ま
で

に
、
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

□申
□問
本
庁
・
高
齢
者
支
援
課

　
里
親
制
度
は
、
何
ら
か
の
事

情
で
家
庭
で
の
養
育
が
困
難
に

な
っ
た
子
ど
も（
要
保
護
児
童
）

に
、
愛
情
と
理
解
を
持
っ
た
家

庭
で
の
養
育
を
提
供
す
る
制
度

で
す
。

●
養
育
里
親　

要
保
護
児
童

を
、
保
護
者
が
引
き
取
れ
る
よ

う
に
な
る
ま
で
、
ま
た
は
自
立

で
き
る
か
18
歳
（
場
合
に
よ
っ

て
は
20
歳
）
に
な
る
ま
で
養
育

す
る
里
親
。

●
専
門
里
親　

要
保
護
児
童
の

中
で
も
、
虐
待
を
受
け
た
子
ど

も
や
非
行
等
の
問
題
、
障
が
い

の
あ
る
子
ど
も
な
ど
を
一
定
期

間
（
原
則
と
し
て
2
年
間
）
養

育
す
る
里
親
。
3
年
以
上
の
里

親
経
験
と
研
修
が
必
要
で
す
。

●
養
子
縁
組
希
望
里
親　

養
子

縁
組
を
前
提
と
し
て
、
家
庭
で

暮
ら
す
こ
と
の
で
き
な
い
子
ど

も
を
養
育
す
る
里
親
。
養
子
縁

組
成
立
に
よ
り
里
親
委
託
は
終

了
し
ま
す
。

●
親
族
里
親　

要
保
護
児
童
の

両
親
な
ど
が
、
死
亡
、
行
方
不

明
、
拘
禁
、
疾
病
に
よ
る
入
院

な
ど
で
養
育
が
困
難
と
な
っ
た

と
き
、
要
保
護
児
童
の
扶
養
義

務
者
や
そ
の
配
偶
者
で
あ
る
３

行
　
政

介
護
保
険
制
度
に
お
け
る

住
宅
改
修
説
明
会

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格

登
録
の
追
加
受
付
を
行
い
ま
す
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人が輝き 活力あふれる 日本の宝島“天草”

認知症サポーター
フォローアップ研修会
認知症サポーター
フォローアップ研修会

□申□問本庁・高齢者支援課

対　象　認知症サポーター養成講
座を受講した人。※受講無料。
日　程　①２月22日㊊天草東保健
福祉センター②２月24日㊌天草
市民センター・展示ホール③２
月26日㊎牛深総合センター・大
会議室。いずれも午後２時～同
４時。
定　員　いずれも100人程度。
内　容　認知症に関する講義や寸
劇・意見交換など。
申込方法　２月19日㊎までに、電
話で申し込んでください。

水
道
料
金
の

　
　
　
　

減
免
に
つ
い
て

里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か
？
〜
皆
さ
ん
を

待
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
い
ま
す
〜


